
葛
飾
区
育
児
休
業
代
替
任

期
付
職
員
を
募
集
し
ま
す

特
別
区
立
幼
稚
園

妊
娠

出
産
休
暇
・
育
児
休
業

補
助
教
員
を
募
集
し
ま
す

子
育
て
・
子
ど
も

内容

キラキラク
リスマス飾
りづくり

おもしろパ
クパク人形
づくり

いずれも午前9時～正午。直接会場へ（先着順）。

会場

水元学び交流館
（南水元2‐13‐1）

柴又学び交流館
（柴又5‐33‐8）

水元学び交流館
（南水元2‐13‐1）

柴又学び交流館
（柴又5‐33‐8）

日程

12／2㈯

12／16㈯

1／20㈯

1／27㈯

事
務
Ⅲ
類

【
職
務
】

事
務

【
対
象
】

日
本
国
籍
を
有
し
、

平
成
12
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方

【
勤
務
日
時
】

月
〜
金
曜
日

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

【
初
任
給
】

月
額
約
17
万
5
3
0
0
円

【
選
考
日
・
選
考
方
法
】

12
月
9
日
㈯
ま
た
は
10
日
㈰

に
課
題
式
作
文
お
よ
び
面
接
。

福
祉
Ⅱ
類

【
職
務
】

保
育
士
・
児
童
指
導

【
対
象
】

平
成
10
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

▽
保
育
士
の
資
格
を
有
し
、
都

道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
方

▽
児
童
指
導
員
の
資
格
を
有
す

る
方

【
勤
務
日
時
】

週
5
日

午
前
7
時
15
分
〜
午
後
8
時
30

分
の
間
で
シ
フ
ト
勤
務
（
一
日

7
時
間
45
分
勤
務
）

【
初
任
給
】

月
額
約
19
万
1
8
0
0
円

【
選
考
日
・
選
考
方
法
】

12
月
3
日
㈰
に
課
題
式
作
文

お
よ
び
面
接
。

保
健
師
Ⅰ
類

【
職
務
】

保
健
師

【
対
象
】

平
成
8
年
4
月
1
日

ま
で
に
生
ま
れ
、
保
健
師
の
免

許
を
有
す
る
方

【
勤
務
日
時
】

月
〜
金
曜
日

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

【
初
任
給
】

月
額
約
22
万
6
8
0
0
円

【
選
考
日
・
選
考
方
法
】

12
月
3
日
㈰
に
課
題
式
作
文

お
よ
び
面
接
。

い
ず
れ
も

初
任
給
は
平
成
29
年
10
月
1

日
時
点
の
金
額
で
す
。

資
格
・
免
許
は
、
平
成
30
年

3
月
31
日
ま
で
に
取
得
す
る
見

込
み
の
方
も
対
象
で
す
。

【
募
集
人
数
】

若
干
名

【
採
用
予
定
時
期
】

平
成
30
年
4
月
1
日
以
降

任
期
は
お
お
む
ね
6
カ
月
以

上
3
年
未
満
（
職
員
の
育
児
休

業
期
間
に
よ
る
）。

【
募
集
要
項
・
申
込
書
配
布
場
所
】

人
事
課
、
人
材
育
成
課
（
立
石

5‐
27‐
1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

内
）、
区
民
事
務
所
、
区
民
サ

ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
、

学
び
交
流
館（
亀
有
を
除
く
）

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
書

と
返
信
用
封
筒
2
枚
（
82
円
切

手
貼
付
・
宛
先
記
入
）
を
、
11

月
22
日
㈬（
必
着
）ま
で
に
持
参

か
郵
送
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
人
事
課

（
区
役
所
内
郵
便
局
上
）

!（
5
6
5
4
）8
1
5
1

【
職
種
】

臨
時
的
任
用
教
員（
幼
稚
園
）

【
勤
務
地
】

特
別
区
の
区
立
幼
稚
園
（
大
田

区
・
足
立
区
を
除
く
）

【
対
象
】

昭
和
32
年
4
月
2
日

以
降
に
生
ま
れ
、
幼
稚
園
教
諭

普
通
免
許
状
を
有
す
る
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
幼
稚
園
の
正
規
任
用
教
員
と

し
て
1
年
以
上
の
勤
務
実
績
が

あ
る
方

▽
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、

満
3
歳
以
上
を
担
当
す
る
正
規

任
用
保
育
教
諭
と
し
て
1
年
以

上
の
勤
務
実
績
が
あ
る
方

▽
特
別
区
の
区
立
幼
稚
園
の
臨

時
的
任
用
教
員
ま
た
は
学
級
を

専
任
す
る
非
常
勤
講
師
と
し
て
、

通
算
12
カ
月
以
上
の
勤
務
実
績

が
あ
る
方

【
募
集
案
内
配
布
場
所
】

指
導
室
（
区
役
所
4
階
4
2
7

番
）、特
別
区
の
区
役
所
、
特
別

区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
教
育

委
員
会
事
務
局

【
選
考
方
法
】

書
類
選
考
・
面

接（
申
し
込
み
受
付
時
に
実
施
）

【
申
込
方
法
】

募
集
案
内
に
記

載
の
必
要
書
類
を
、12
月
4
日
㈪

・
5
日
㈫
の
い
ず
れ
か
に
持
参
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合

教
育
委
員
会
事
務
局
人
事
企
画

課
（
千
代
田
区
飯
田
橋
3‐

5

‐
1
東
京
区
政
会
館
17
階
）

!（
5
2
1
0
）9
8
5
7

【
担
当
課
】

指
導
室

平
成
29
年
度

認
可
外
保
育
施
設
保
育

料
を
補
助
し
ま
す

認
可
外
保
育
施
設
に
通
園
し

て
い
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
へ
、

保
育
料
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

申
請
要
件
や
必
要
書
類
な
ど
、

詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
施
設
】

「
認
可
外
保
育
施
設
指
導
監
督

基
準
を
満
た
す
旨
の
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
て
い
る
認
可
外
保

育
施
設（
一
部
対
象
外
施
設
あ
り
）

【
対
象
】

次
の
全
て
に
該
当
す

る
児
童
お
よ
び
保
護
者

▽
児
童
お
よ
び
保
護
者
が
補
助

を
受
け
る
月
の
初
日
に
区
内
在

住
で
あ
る
こ
と

▽
児
童
を
月
1
6
0
時
間
以
上

対
象
施
設
に
預
け
る
月
極
の
利

用
契
約
を
し
て
い
る
こ
と

▽
児
童
が
補
助
を
受
け
る
月
の

初
日
に
対
象
施
設
に
在
籍
し
て

い
る
こ
と

▽
葛
飾
区
に
お
い
て
保
育
の
必

要
性
の
認
定
（
2
号
ま
た
は
3

号
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

【
補
助
対
象
費
用
】

平
成
29
年
4
月
〜
30
年
3
月
分

ま
で
の
月
額
基
本
保
育
料

【
補
助
上
限
額
】

月
額
1
万
5
千
円

【
申
請
方
法
】

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、平
成
30
年
3
月
15
日
㈭（
必

着
）ま
で
に
持
参
か
郵
送
。

申
請
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
請
書
配
布
・
申
請
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
子
育
て

支
援
課（
区
役
所
4
階
4
0
1
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
7
7

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

就
労
相
談
臨
時
窓
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

就
労
専
門
相
談
員
が
、
ひ
と

り
親
家
庭
の
経
済
的
自
立
に
向

け
た
就
職
・
転
職
、
職
業
訓
練

の
案
内
な
ど
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

11
月
26
日
㈰

午
前
9
時
〜
正
午

【
対
象
】

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
ま
た
は

手
続
き
中
の
ひ
と
り
親
家
庭
の

母
親
ま
た
は
父
親
4
人

【
申
込
方
法
】

11
月
6
日
㈪
午

前
9
時
か
ら
電
話
で（
先
着
順
）
。

【
そ
の
他
】

原
則
、
毎
週
㈪
・

㈫
・
㈬
・
㈭
に
も
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す（
時
間
は
要
予
約
）
。

就
職
に
有
利
な
資
格
を
取
得
す
る

場
合
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

事
前
相
談
が
必
要
で
す
の
で
、

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

ひ
と
り
親
家
庭
の
母

親
ま
た
は
父
親
で
20
歳
未
満
の

お
子
さ
ん
を
扶
養
し
、
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
同

様
の
所
得
水
準
の
方

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

①
区
の
指
定
を
受
け
て
厚
生
労

働
大
臣
指
定
教
育
訓
練
講
座

（
介
護
職
員
初
任
者
研
修
、
医

療
事
務
講
座
な
ど
）
を
受
講
し

た
場
合

②
雇
用
保
険
法
に
よ
る
一
般
教

育
訓
練
を
受
講
し
た
場
合

い
ず
れ
も
講
座
受
講
終
了
後

に
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
額
】

①
受
講
費
用
の
80
％
相
当
額

（
1
万
6
0
0
1
円
〜
20
万
円
）

②

①
か
ら
雇
用
保
険
制
度
で
支

給
さ
れ
る
額
を
差
し
引
い
た
額

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

就
職
に
有
利
な
国
家
資
格（
調

理
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、

介
護
福
祉
士
、
保
育
士
な
ど
）

を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機
関

で
1
年
以
上
修
業
す
る
場
合
に

支
給
し
ま
す
。

【
支
給
期
間
】

修
業
期
間
の
全
期
間（
最
長
3
年
）

【
支
給
額
】

▽
特
別
区
民
税
非
課
税
世
帯

月
額
20
万
円

▽
特
別
区
民
税
課
税
世
帯

月
額
17
万
5
0
0
円

た
だ
し
、
失
業
手
当
や
遺
族

年
金
な
ど
、
他
に
生
活
給
付
が

あ
る
方
は
、
受
給
額
に
よ
り
減

額
ま
た
は
対
象
と
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

（
区
役
所
4
階
4
0
1
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
7
6

そ
う
さ
く
教
室

い
ろ
い
ろ
な
材
料
を
使
っ
て

工
作
を
行
い
ま
す
。

日
会
内

左
表
の
と
お
り
対

小
学

生
各
回
36
人
担

生
涯
学
習
課
!

（
5
6
5
4
）8
5
1
2

パ
パ
と
一
緒
に
ク
ッ
キ

ン
グ
！

わ
く
わ
く
ク

リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー

〜
パ
エ
リ
ア
と
懐
か
し

の
プ
リ
ン
〜

!

自
宅
で
作
れ
る
ク
リ
ス
マ
ス

パ
ー
テ
ィ
ー
料
理
の
調
理
法
を

学
び
ま
す
。

日

12
月
3
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
1
時
対

小
学
生
と
父
親
10
組

20
人
師
吉
田
光
一
氏（
東
京
聖
栄

大
学
准
教
授
）費
1
組
1
1
0
0

円
保

1
歳
以
上
就
学
前
の
お
子

さ
ん
3
人
方
往
復
ハ
ガ
キ
に「
ク

リ
ス
マ
ス
料
理
」、住
所
、
参
加

者
の
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
、

電
話
番
号
、
保
育
希
望
の
方
は

お
子
さ
ん
の
氏
名
と
年
月
齢
を

書
い
て
、
11
月
16
日
㈭（
必
着
）

ま
で
（
多
数
抽
選
）。
会
申
担

〒

124‐

0012
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ

メ
ン
ズ
パ
ル
内
男
女
平
等
推
進

セ
ン
タ
ー

凡
例
日

日
時

会

会
場

対

対
象

定

定
員

内

内
容

師

講
師

費

費
用

持

持
ち
物

保

保
育

他

そ
の
他

方

申
込
方
法

申

申
込
先

問

問
い
合
わ
せ
先

担

担
当
課

!
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る
も
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
が
で
き
ま
す
（
一
部
、
携
帯
電
話
か
ら
は
申
請
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
）
。

「
全
○
回
」
と
あ
る
講
座
は
、
全
て
の
日
程
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
の
記
載
が
な
い
事
業
は
無
料
で
す
。
多
数
抽
選
の
記
載
が
あ
る
事
業
は
、
定
員
を
超
え
た

場
合
抽
選
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク
ス
に
よ
る
申
し
込
み
は
原
則
1
人
1
枚
で
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

詳しくはお問い合わせください。

申し込み
・担当課

〒124‐8555
葛飾区役所
育成課
（区役所4階401
番）
!5654‐8293

〒124‐0012
立石5‐27‐1
ウィメンズパ
ル内消費生活
センター
!5698‐2316

選考日・
選考方法

書類選考
の上、12
月4日㈪
に面接。

書類選考
の上、1月
中旬に面
接。

申込方法

市販の履歴書、資格を証す
る書類の写し、返信用封筒
（82円切手貼付・宛先記入）
を、11月24日㈮（必着）まで
に持参か郵送。

市販の履歴書と資格を証す
る書類の写しを、12月25日
㈪（必着）までに持参か郵送。
【募集要項配布場所】
消費生活センター
区ホームページからも取り
出せます。

報酬など

月額221，000円
交通費・有給休
暇あり。
健康保険・厚生
年金・雇用保険
加入。

月額247，000円
（平成29年度実績）
交通費・有給休
暇あり。
健康保険・厚生
年金・雇用保険
加入。

勤務日時

週5日
原則、午前11時～午
後6時（午前10時から
勤務の場合あり）
第1・3日曜日は勤務
日とし、その他の土
・日曜日も勤務の場
合あり。

月～金曜日のうち週
4日
午前9時～午後5時
土・日曜日、祝日勤
務の場合あり。

勤務期間

平成30年
1月1日～
3月31日
（更新可）

平成30年
4月1日～
31年3月
31日
（更新可）

対象

次のいずれかの資格を有し、配属先の
所属長が指定するローテーションに従
った勤務が可能な方

▽保健師

▽助産師

▽看護師

次のいずれかの資格を有し、パソコン
の操作（ワード・エクセル、インター
ネットなど）ができる方

▽消費生活相談員資格試験に合格した
方（平成29年度の試験を受験中の場
合は最終合格が条件）

▽平成28年4月1日施行の改正消費者安
全法に基づき、消費生活相談員資格
試験に合格したと見なされた方

募集
人数

2人

6人
程度

職種・勤務内容

子育て相談員

児童館に来館する保護者
などの面談・相談、妊産
婦への母子健康手帳の交
付・面談、関係機関との
連携および必要に応じた
同行支援の実施など

消費生活相談員

消費生活相談、消費生活
情報の提供および啓発に
関する業務

毎月10日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」です。

テレビやゲーム、インターネットを休み、家族で会話や触れ合いの時間をつくりましょう。 【担当課】 地域教育課 !5654‐8589

非常勤職員募集

マイナンバーに関するお問い合わせは

葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター
午前8時30分～午後5時
（年末年始を除く）!0570-66-6754 平成29年（2017年）11月5日 No.1712

紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（３）


